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業務の適正を確保するための体制

業務の適正を確保するための体制
当社は、会社法及び会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための体制」について、取締役会にお

いて決議しております。その概要は以下のとおりであります。

⑴ 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

① 「企業理念」「経営理念」に基づき誠実に行動し、コンプライアンス重視の姿勢を周知徹底するため、

取締役及び使用人に対して、関連諸法令に関する教育の充実等に努める。

② 業務監査部門として社長直轄の内部監査室を設置し、内部統制システムの強化を行う。

⑵ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

① 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の職務の執行に係る情報については、法令及び文書管理規

程等の社内規程に基づき作成・保存するとともに、必要に応じて取締役、会計監査人等が閲覧、謄写で

きる状態に管理する。

② 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の職務の執行に係る情報の作成・保存・管理状況について

は、監査等委員会の監査を受ける。

⑶ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

① 会社の損失の危険については、それぞれの担当部署において、予見されるリスクの分析と識別を行い、

必要に応じ、プロジェクトチームを設置し、当該リスクに関する規程・ガイドラインの制定、研修の実

施、マニュアルの作成・配布等を行う体制とする。

② 各担当部署長は、内在するリスクを把握・分析・評価した上で適切な対策を実施するとともに、その管

理状況を監督する。また、当該リスクの軽減に取り組む。

③ 内部監査室は内部監査規程に基づき、各部署のリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に社長に

報告する。

⑷ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

① 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、定

例の取締役会を原則として毎月一回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催する。

② 投資に関する案件は、原則として投資委員会の審議を要するものとする。当該投資委員会は取締役（監

査等委員である取締役を除く。）及び担当部署長により構成され、常勤監査等委員の立会いのもと、必

要に応じて開催する。

⑸ 当社及びその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

① 関係会社（子会社）の管理は、当社規程に従い、当社の管理部と、当該関係会社の日常管理を行う業務

管理部門とが連携・調整を図り、協力して行う。
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業務の適正を確保するための体制

② 関係会社には、必要に応じて取締役又は監査役として当社の取締役（監査等委員である取締役を除

く。）又は使用人を派遣し、当該関係会社の取締役の職務執行を監視・監督し、監査等委員会は、当該

会社の業務執行状況を監査する。

③ 各関係会社の事業運営については、各社の取締役より定期的に業務内容の報告を受け、重要案件につい

ては、事前協議を行うなど業務の適正を確保する。なお、各関係会社での投資案件等に関しては、原則

として当社投資委員会の審議を要するものとする。

⑹ 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及

び当該使用人の独立性に関する事項

① 当社は、監査等委員会の要請がある場合には、監査等委員会の職務を補助する使用人を選任する。

② 当該使用人の人事等については、事前に監査等委員会の同意を得ることとする。

⑺ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監

査等委員会への報告に関する体制

① 監査等委員は、重要な意思決定の過程及び職務の執行状況を把握するため、取締役会その他の重要な会

議に出席するとともに、必要に応じて意見を述べることができる。

② 監査等委員会は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）が決裁する稟議書その他職務執行に関す

る重要書類を閲覧し、必要に応じて取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人に対して説

明を求め、または報告を受けることができる。

③ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）はその職務の執行状況や内部統制システムの構築及び運用

状況等について、監査等委員会に報告する。

④ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事

実、当社の目的外の行為その他法令若しくは定款に反する事実を発見したとき、または経営・業績に影

響を及ぼす重要な事項について決定したときは、直ちに監査等委員会に報告しなければならない。

⑤ 内部監査室は、内部監査の実施状況及びその結果を随時監査等委員会に報告するものとする。

⑻ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

① 代表取締役は、監査等委員会と定期的に会合を持ち、当社が対処すべき課題、監査等委員会監査の環境

整備の状況、監査上の重要課題等について意見交換を行い、相互認識と信頼関係を深めるように努め

る。

② 代表取締役は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人が、監査等委員会監査の重要性

と有用性に対する認識及び理解を深めるよう促し、監査等委員の職務執行が実効的に行われるよう相互

に協力する。

③ 監査等委員会は、内部監査室及び会計監査人と定期的に会合を持つなど相互に連携し、監査方針や計

画、監査結果の報告を受け、監査等委員会監査の実効性確保を図るものとする。
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業務の適正を確保するための体制

業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社は、上記の業務の適正を確保するための体制について、体制の整備当初から、内部統制システムの整

備及び運用状況について継続的に確認し調査しており、取締役会にその内容を報告しております。また、確

認調査の結果判明した改善点につきましては、是正措置等を行い、より適切な内部統制システムの運用に努

めております。なお、当連結会計年度に実施した当社グループにおける内部統制システムの主な運用状況は

下記のとおりであります。

⑴ コンプライアンスに関する取組み

① 内部監査部門である内部監査室は、当社グループの内部監査を毎年定期的に実施し、監査結果を担当役

員に報告しております。

② 取引先との関係において、社内規定に基づき、取引先が反社会的勢力でないことを確認したうえで取引

を開始するなど、反社会的勢力排除に対する取組みを実施しております。

⑵ リスク管理体制の強化

① 内部通報制度により、当社従業員等が法令、定款、社内規則に違反する行為又は違反するおそれがある

行為を発見した場合の報告、相談体制を構築し、運用しております。

② インサイダー取引防止のため、当社役職員が自社株式を売買する場合は、当社担当役員に事前申請し許

可を得た場合のみ売買できる体制を取っております。

⑶ 企業グループにおける業務の適正の確保

　　当社グループの管理につきましては、毎月の取締役会にて月次報告を行い、業績及び経営状況を報告し

ております。

⑷ 監査等委員会の監査体制

① 監査等委員会は、毎月及び臨時に開催しており、更に常勤監査等委員につきましては、その他社内会議

に出席して情報収集を行い、経営の監視を図っております。

② 当社は監査等委員の職務を補助する使用人を選任しております。当該補助使用人は業務部門を兼任して

おりますが、監査等委員職務の補助にあたっては、取締役からの独立性が確保されております。
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連結株主資本等変動計算書

( 2022年３月１日から
2023年２月28日まで )

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

2 0 2 2 年 ３ 月 １ 日
期 首 残 高

50,000 2,797,818 3,861,038 △524,304 6,184,553

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △143,372 △143,372

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益

1,276,447 1,276,447

株主資本以外の項目の連結会計
年 度 中 の 変 動 額 （ 純 額 ）

連 結 会 計 年 度 中 の
変 動 額 合 計

－ － 1,133,075 － 1,133,075

2 0 2 3 年 ２ 月 2 8 日
期 末 残 高

50,000 2,797,818 4,994,114 △524,304 7,317,628

新株予約権 純資産合計

2 0 2 2 年 ３ 月 １ 日
期 首 残 高

1,350 6,185,903

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △143,372

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益

1,276,447

株主資本以外の項目の連結会計
年 度 中 の 変 動 額 （ 純 額 ）

－ －

連 結 会 計 年 度 中 の
変 動 額 合 計

－ 1,133,075

2 0 2 3 年 ２ 月 2 8 日
期 末 残 高

1,350 7,318,978

連結株主資本等変動計算書

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

・市場価格のない株式等

以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定）

・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

　なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（金融

商品取引法第２条第２項により有価証券とみなされるもの）について

は、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算

書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

 ・販売用不動産

　 仕掛販売用不動産

　 共同事業出資金

　 その他棚卸資産

個別法

 ・貯蔵品 最終仕入原価法

連　結　注　記　表

１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

(1) 連結の範囲に関する事項

　・連結子会社の数　 　４社

　・連結子会社の名称　 　株式会社TTSエナジー

詳細は「事業報告」の「１．企業集団の現況に関する事項　（７）重要な親会

社及び子会社の状況」に記載しております。

　・連結範囲の変更　 当連結会計年度において、株式会社神宮前キャピタル及び株式会社ＷＡＲＡＭ

Ａ ＬＡＢを設立したことにより連結の範囲に含めております。

(2) 持分法の適用に関する事項

該当事項はありません。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

すべての連結子会社の事業年度は、連結会計年度と一致しております。

(4) 会計方針に関する事項

① 重要な資産の評価基準及び評価方法

イ. その他有価証券

ロ. 棚卸資産

　　原価法（連結貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によっております。
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連結注記表

イ. 有形固定資産 建物及び構築物(建物付属設備を含む。)につきましては定額法、その他につ

いては定率法によっております。

ロ. 無形固定資産 定額法

なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法によっております。

イ. 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については過去の貸倒実績

率による貸倒見積高を計上し、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に

債権の回収可能性を勘案して回収不能見込額を計上しております。

ロ. 賞与引当金 従業員への賞与支給に備えるため、将来の支給見込額のうち、当連結会計年

度の負担額を計上しております。

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

③ 重要な引当金の計上基準

④ 重要な収益及び費用の計上基準
　当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及

び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

・不動産事業

　不動産事業においては、自社グループ単独又は共同事業形式による、住宅（区分所有の集合住宅及び

戸建てを含む。）、オフィスビル、ホテル、商業施設、物流施設や宅地造成等の開発型不動産をはじめ

とした各種不動産への投資を行っております。自社グループ単独による当該事業は、顧客に財を引き渡

した時点で履行義務は充足されると考え、当該時点で収益を認識しております。なお、共同事業形式に

よる不動産投資に係る収益は、個別プロジェクトごとに、金融商品実務指針に定める組合等の会計処理

に準じて処理をしております。また、当該会計処理に基づく収益計上額については、個別のプロジェク

トにおける当社及び連結子会社の役割を考慮して、経済実態を適切に反映するよう判断しております。

・再生可能エネルギー関連投資事業

　再生可能エネルギー関連投資事業においては、自社グループ単独又は共同事業形式による、太陽光発

電所やバイオマス発電所等の再生可能エネルギー案件の不動産開発をはじめとした投資を行っておりま

す。自社グループ単独による当該事業は、顧客に財を引き渡した時点で履行義務は充足されると考え、

当該時点で収益を認識しております。なお、共同事業形式による再生可能エネルギー関連投資に係る収

益は、個別プロジェクトごとに、金融商品実務指針に定める組合等の会計処理に準じて処理をしており

ます。また、当該会計処理に基づく収益計上額については、個別のプロジェクトにおける当社及び連結

子会社の役割を考慮して、経済実態を適切に反映するよう判断しております。
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連結注記表

⑤ その他連結計算書類作成のための重要な事項

イ. 繰延資産の処理方法

株式交付費については、支出時に全額費用として処理しております。

ロ. 消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。なお、控除対象外消費税等については、発生年

度の期間費用としております。

ハ. 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

ニ. 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

　当社及び連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創

設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直し

が行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年３月31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に

係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年２月16日）第44項の定めを適用せ

ず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。

　なお、翌連結会計年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人

税ならびに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会

計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年８月12日）を適用する予定でありま

す。
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２．会計方針の変更に関する注記

(1) 収益認識に関する会計基準等の適用

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下、「収益認識会計基準」

という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点

で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。

　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに

従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連

結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただ

し、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに従前の取扱いに

従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、

収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに行われ

た契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的

影響額を当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減しております。

　なお、当該会計基準等の適用が当連結会計年度の連結計算書類及び期首利益剰余金に与える影響はあり

ません。

(2) 時価の算定に関する会計基準等の適用

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号  2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」

という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計

基準」（企業会計基準第10号  2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定

会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。

　なお、当該会計基準等の適用が連結計算書類に与える影響はありません。

　また、「金融商品に関する注記」において、金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項等

の注記を行うことといたしました。
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連結注記表

当連結会計年度

販売用不動産 294,628千円

仕掛販売用不動産 838,541千円

共同事業出資金 3,527,000千円

棚卸資産評価損（売上原価） 338,237千円

３．会計上の見積りに関する注記

(1) 連結計算書類に計上した金額

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積り内容に関する情報

①金額の算出方法

当社グループの棚卸資産を構成する販売用不動産（買取再販業務における中古住宅等）、仕掛販売用不

動産(不動産事業における仕掛中の投資及び開発案件・買取再販業務における販売開始前の中古住宅等)、

共同事業出資金（共同事業パートナーと共に行う不動産事業及び再生可能エネルギー関連投資事業におけ

る仕掛中の投資及び開発案件等）については、正味売却価額で測定し、正味売却価額が帳簿価額を下回っ

た場合には帳簿価格との差額を棚卸資産評価損（売上原価）として認識しております。

正味売却価額は、事業開始時、資金投入時、販売開始時等に策定される事業計画に基づく販売価格及び

事業原価等に基づき、将来キャッシュ・フロー等も用いて算出しております。また、事業の進捗及び販売

状況に応じて正味売却価額の見直しを行っております。

②主要な仮定

正味売却価額の算定に用いた主要な仮定は、販売価格及び工事価格であり、算出にあたっては、過去の

販売実績、将来の市場の動向、近隣地域の需給バランス、材料費や労務費等の事業コスト動向を考慮した

事業計画により見積りを行っております。また、再生可能エネルギー関連投資事業においては、発電見込

み量等を利用した将来キャッシュ・フローの見積りを行っております。

③翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響

市況及び政策の変化等、前提とした環境等の変化により、正味売却価額が帳簿価額を下回った場合には

評価損や売却による損失が計上されることになり、将来の当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があ

ります。
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有形固定資産……………………………… 28,379千円

販売用不動産………………………………

仕掛販売用不動産…………………………

投資有価証券………………………………

196,439千円

174,719千円

40,000千円

上記に対応する債務

短期借入金………………………………… 352,600千円

当連結会計年度
期首株式数
（株）

当連結会計年度
増加株式数
（株）

当連結会計年度
減少株式数
（株）

当連結会計年度末
株式数
（株）

発行済株式

普通株式 1,440,974,000 － － 1,440,974,000

自己株式

普通株式 7,257,097 － － 7,257,097

決議
株式の
種類

配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

2022年４月21日
取 締 役 会

普通株式 143,372千円 0.1円 2022年２月28日 2022年５月12日

４．連結貸借対照表に関する注記

(1) 減価償却累計額

(2) 担保に供している資産

(3) 債務保証

株式会社ネクサスケアの施設賃料（1施設、月額4,905千円）について、債務保証を行っております。

５．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

(2) 配当に関する事項

① 配当金支払額

－ 10 －
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決議
株式の
種類

配当の原資 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

2023年４月20日
取 締 役 会

普通株式 利益剰余金 143,372千円 0.1円 2023年２月28日 2023年５月11日

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの

(3) 当連結会計年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く｡）の目的となる株式

の種類及び数

該当事項はありません。

６．金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

①金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については、流動性を重視し、短期的な預金等に限定しており、資金調達に

ついては、個別事業の状況に応じて金融機関等からの借入による方針であります。なお、現在、デリバテ

ィブ取引はありませんが、利用する際は、借入金の金利変動リスクを回避することを目的とし、投機的な

取引は行わない方針であります。

②金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク並びにリスク管理体制

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式等であり市場価格の変動リスク等に晒されてお

ります。当該リスク等に関しては、定期的に有価証券の時価や発行体の財務状況を把握し、その保有方針

を見直すこととしております。

また、短期貸付金及び長期貸付金は、主に取引先に対する貸付であり、当該取引先の信用リスクに晒さ

れております。

借入金は、主に事業用不動産等の取得資金に係る資金調達であり、開発・販売計画の遅延等による流動

性リスクを伴っておりますが、資金繰り管理を概ね日次で行い、当該リスクを管理しております。なお、

資金調達を行う際は、金利動向を十分に把握して、金利変動リスクを管理する方針であります。

その他、営業上の取引に係る未払金につきましては、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。

③金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額

が含まれております。当該価額の算定においては、変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を

採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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連結貸借対照表

計上額
時価 差額

① 長期貸付金 32,149

貸倒引当金（※２） △32,149

－ － －

資産計 － － －

① 長期借入金（1年内返済予定の長

期借入金を含む）
497,601 491,224 △6,376

負債計 497,601 491,224 △6,376

区 分 連結貸借対照表計上額（千円）

非上場株式 45,000

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2023年２月28日（当連結会計年度の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額

については、次のとおりであります。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません。

（単位：千円）

（※１）「現金及び預金」「短期貸付金」「短期借入金」「未払費用」「未払法人税等」については、現金

であること及び短期間で決済されるもののため、時価が帳簿価額に近似するものであることか

ら、記載を省略しております。

（※２）長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

（※３）市場価格のない株式等の連結貸借対照表計上額

－ 12 －
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時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金（1年内返済予定

の長期借入金を含む）
－ 491,224 － 491,224

(3) 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項

　金融商品の時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて以下の３つのレベルに分類し

ております。

　　レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価

　　レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定し

た時価

　　レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ

れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

① 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

 該当する金融資産及び金融負債はありません。

② 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

（単位：千円）

(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

長期借入金

元利金の合計額を同様の新規借り入れを行った場合に想定される利率で割引いて算出する方法によ

っており、レベル２の時価に分類しております。

７．賃貸等不動産に関する注記

該当事項はありません。
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報告セグメント

合計
不動産事業

再生可能エネルギー

関連投資事業

顧客との契約から生じる収益 291,708 － 291,708

その他の収益（注） 2,674,906 1,135,472 3,810,378

外部顧客への売上高 2,966,615 1,135,472 4,102,087

当連結会計年度期首 当連結会計年度末

契約負債（注） － 1,500

８．収益認識に関する注記

(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）

（注）「その他の収益」は、金融商品実務指針に定める組合等の会計処理に準じて売上計上した共同事業形

式による事業に係る収益であります。

(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

　「１.連結計算書類作成のための基本となる重要な事項（4）会計方針に関する事項 ④ 重要な収益及び費

用の計上基準」に記載のとおりであります。

(3) 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

① 契約資産及び契約負債の残高等

（単位：千円）

（注）契約負債は、主に不動産売買契約における顧客からの前受金であり、契約負債は収益の認識に伴い

取り崩されるものであります。

② 残存履行義務に配分した取引価格

　当社グループにおいては、当初に予想される契約期間が１年を超える重要な契約がないため、実務上の

便法を適用し、記載を省略しております。
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(1) １株当たり純資産額……………………………………………… 5円10銭

(2) １株当たり当期純利益…………………………………………… 0円89銭

(注) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益につきましては、潜在株式は存在するものの希薄化効果を

有しないため記載しておりません。なお、１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとお

りです。

親会社株主に帰属する当期純利益………………………… 1,276,447千円

普通株主に帰属しない金額………………………………… － 千円

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益……… 1,276,447千円

期中平均株式数……………………………………………… 1,433,716,903株

９．１株当たり情報に関する注記

10．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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株主資本等変動計算書

( 2022年３月１日から
2023年２月28日まで )

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

そ の 他 資 本
剰 余 金

資 本 剰 余 金
合 計

利 益 準 備 金

そ の 他
利 益 剰 余 金 利 益 剰 余 金

合 計繰 越 利 益
剰 余 金

期 首 残 高 50,000 2,797,818 2,797,818 － 3,305,416 3,305,416

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △143,372 △143,372

利益準備金の積立て 12,500 △12,500 －

当 期 純 損 失 △138,825 △138,825

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 － － － 12,500 △294,698 △282,198

期 末 残 高 50,000 2,797,818 2,797,818 12,500 3,010,718 3,023,218

株 主 資 本
純 資 産 合 計

自 己 株 式
株 主 資 本
合 計

期 首 残 高 △524,304 5,628,931 5,628,931

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △143,372 △143,372

利益準備金の積立て － －

当 期 純 損 失 △138,825 △138,825

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

－

当 期 変 動 額 合 計 － △282,198 △282,198

期 末 残 高 △524,304 5,346,732 5,346,732

（単位：千円）

　

株主資本等変動計算書

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

・市場価格のない株式

等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平

均法により算定）

・市場価格のない

　株式等

移動平均法による原価法

　なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（金融商

品取引法第２条第２項により有価証券とみなされるもの）については、

組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な 近の決算書を基

礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

・販売用不動産

　仕掛販売用不動産、

　共同事業出資金

個別法

・貯蔵品 終仕入原価法

個　別　注　記　表

１．重要な会計方針に係る事項

（1）重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

イ. 子会社株式 ……………… 移動平均法による原価法

ロ. その他有価証券

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

　 原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によっております。

（2）固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産 ……………… 建物(建物付属設備を含む。)については定額法、その他については定率法

によっております。

② 無形固定資産 ……………… 定額法

なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法によっております。

（3）引当金の計上基準

① 貸倒引当金 ……………… 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については過去の貸倒実

績率による貸倒見積高を計上し、貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に債権の回収可能性を勘案して回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金 ……………… 従業員への賞与支給に備えるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度

の負担額を計上しております。
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（4）重要な収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務

を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

・不動産事業

　不動産事業においては、自社単独又は共同事業形式による、住宅（区分所有の集合住宅及び戸建てを

含む。）、オフィスビル、ホテル、商業施設、物流施設や宅地造成等の開発型不動産をはじめとした各

種不動産への投資を行っております。自社単独による当該事業は、顧客に財を引き渡した時点で履行義

務は充足されると考え、当該時点で収益を認識しております。なお、共同事業形式による不動産投資に

係る収益は、個別プロジェクトごとに、金融商品実務指針に定める組合等の会計処理に準じて処理をし

ております。また、当該会計処理に基づく収益計上額については、個別のプロジェクトにおける当社の

役割を考慮して、経済実態を適切に反映するよう判断しております。

・再生可能エネルギー関連投資事業

　再生可能エネルギー関連投資事業においては、自社単独又は共同事業形式による、太陽光発電所やバ

イオマス発電所の再生可能エネルギー案件等の不動産開発をはじめとした投資を行っております。自社

グループ単独による当該事業は、顧客に財を引き渡した時点で履行義務は充足されると考え、当該時点

で収益を認識しております。なお、共同事業形式による再生可能エネルギー関連投資に係る収益は、個

別プロジェクトごとに、金融商品実務指針に定める組合等の会計処理に準じて処理をしております。ま

た、当該会計処理に基づく収益計上額については、個別のプロジェクトにおける当社の役割を考慮し

て、経済実態を適切に反映するよう判断しております。
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（5）その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

① 繰延資産の処理方法

株式交付費については、支出時に全額費用として処理しております。

② 消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。なお、控除対象外消費税等については、発生事

業年度の期間費用としております。

③ 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

④ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設されたグループ

通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目に

ついては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」

（実務対応報告第39号　2020年３月31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適

用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年２月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産

及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。

　なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税な

らびに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処

理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年８月12日）を適用する予定であります。

２．会計方針の変更に関する注記

(1) 収益認識に関する会計基準等の適用

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下、「収益認識会計基準」

という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、

当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。

　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに

従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年

度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収

益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほと

んどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会

計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更につ

いて、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業

年度の期首の繰越利益剰余金に加減しております。

　なお、当該会計基準等の適用が当事業年度の計算書類及び期首の繰越利益剰余金に与える影響はありま

せん。
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当事業年度

販売用不動産 294,628千円

仕掛販売用不動産 838,541千円

共同事業出資金 1,140,000千円

棚卸資産評価損（売上原価） 7,218千円

(2) 時価の算定に関する会計基準等の適用

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号  2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」と

いう。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」

（企業会計基準第10号  2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基

準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。

　なお、当該会計基準等の適用が計算書類に与える影響はありません。

　また、「金融商品に関する注記」において、金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項等

の注記を行うことといたしました。

３．会計上の見積りに関する注記

(1) 計算書類に計上した金額

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積り内容に関する情報

「連結注記表　３．会計上の見積りに関する注記」の内容と同一であります。
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関係会社に対する短期金銭債権 857,094千円

関係会社に対する長期金銭債権 31,726千円

関係会社に対する短期金銭債務 7,328千円

有形固定資産 28,379千円

販売用不動産

仕掛販売用不動産

投資有価証券

196,439千円

174,719千円

40,000千円

上記に対応する債務

短期借入金 352,600千円

営業取引

　手数料収入 217,509千円

営業取引以外の取引高 34,379千円

普通株式 7,257,097株

４．貸借対照表に関する注記

(1) 関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。

(注)　区分掲記したものを除く。

(2) 減価償却累計額

(3) 担保に供している資産

(4) 債務保証

株式会社ネクサスケアの施設賃料（1施設、月額4,905千円）について、債務保証を行っております。

５．損益計算書に関する注記

  関係会社との取引高

６．株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

７．税効果会計に関する注記

繰延税金資産の主な内容は、繰越欠損金及び貸倒引当金繰入超過額等であり、評価性引当額を全額計上し

ております。

また、繰延税金負債については、該当がありません。

－ 21 －



2023/04/21 15:05:45 / 22944847_株式会社ランド_招集通知

個別注記表

（単位：千円）

種類 会社の名称
議決権等の
所有割合

関連当事者
との関係

取引の内容 取引金額 科目 期末残高

子会社
株式会社ＴＴＳ
エナジー

所有
直接100％

役員の兼任

資金の貸付
(注)１

－
関係会社
短期貸付金

1,556,503
資金の回収
(注)１

322,320

受取利息計上額
(注)１

34,379 未収収益 15,437

連結納税に伴う
子会社負担金等

301,082 未収入金 747,218

経営指導料
の受取(注)２

196,600 － －

プロジェクト
経費等の立替

－

関係会社立替金 69,000

立替金の回収 －

（単位：千円）

種類
会社又は個人

の名称
議決権等の
所有割合

関連当事者
との関係

取引の内容 取引金額 科目 期末残高

子会社の
役員及び
その近親
者が議決
権の過半
数を保有
している
会社等

株式会社ティー
ティーエス企画

－

当社子会社の
代表取締役が
保有する会社
（共同事業
パートナー）

資金の貸付
(注)１

360,000

短期貸付金 360,000
資金の回収
(注)１

380,000

受取利息
(注)１

4,927 未収収益 4,260

子会社の

役員
清野　伸一 －

当社子会社の

代表取締役

共同事業参画金
の拠出
(注）２

－ 共同事業出資金 110,000

８．関連当事者との取引に関する注記

(1) 子会社及び関連会社等

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注)１.関連当事者に対する資金の貸付については、市場金利等を勘案して、合理的に利率を決定しております。

　　２.経営指導料については、経営の管理・指導等の対価として妥当性を勘案し、契約に基づき決定しております。

(2) 役員及び個人主要株主等

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注)１.関連当事者に対する資金の貸付については、市場金利等を勘案して、合理的に利率を決定しております。

　　２.当該取引については、当社子会社役員就任前より行われている取引であり、その取引内容は独立第三者間取引と同様の一般的

な取引条件で行っております。
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(1) １株当たり純資産額……………………………………… 3円73銭

(2) １株当たり当期純損失…………………………………… 0円10銭

(注) １株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりです。

当期純損失…………………………………………… 138,825千円

普通株主に帰属しない金額………………………… － 千円

普通株式に係る当期純損失………………………… 138,825千円

期中平均株式数……………………………………… 1,433,716,903株

９．収益認識に関する注記

(1) 収益を理解するための基礎となる情報
「１．重要な会計方針に係る事項 (4)重要な収益及び費用の計上基準」の記載と同一であるため、記載を省
略しております。

10．１株当たり情報に関する注記

11．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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